
58 

77 
84 

101 
103 

（108） 
（117） 

（126） 
（136） 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

平成２１～２５年度の地域移行者数の平均 → （１０３－５８）÷４≒１１人 

しかし，近年は上記のような要因のため，今後は， 
年間およそ５人程度の地域移行 
しか見込めない。 

 

施設入所者の地域生活への移行 

・ 平成１７年１０月１日時点の施設入所者（４８４人）と比較した地域生活に移行する者の割合は、平成２５年度時点で２１．３％（１０３人）となっ 
ており，平成２６年度末には，第３期計画の目標である２２％（１０８人）の地域生活移行を概ね達成見込み。 
・ 第４期計画の数値目標の設定に当たっては，国の基本指針に即して，平成２５年度末の施設入所者（３９７人）と比較した平成２９年度末時
点での地域生活に移行する者の割合を１２％（４７．６人）以上とする形で設定するとした場合，年間およそ１６人以上の地域移行が求められる。 
・ 本市においては，現在入所している入所者の重度者の割合が全国平均よりも高いことを考慮するとともに，平成２３年度～２５年度の状況を
勘案すると，年間およそ５人の地域移行が見込まれる。 
・ この見込みを踏まえつつ，今後，さらなるグループホームの整備促進，基幹相談支援センターを中核とした相談支援体制の強化などの取組
を通じ，平成２９年度末時点での地域生活に移行する者の割合を平成２５年度末の施設入所者（３９７人）の７％以上（約２８人以上）とする目
標値を設定。 

○国・県・市の目標値（第１～４期計画） 

 
                                        
                  目標値 
                   

 
             
現時点の見込み 
                   

目標値 第１～２期（平成１８～２３年度） 第３期（平成２４～２６年度） 第４期（平成２７～２９年度） 

国の基本指針 10%（平成17年10月１日～23年度末（6.5年間）） 30%（平成17年10月１日～26年度末（9.5年間）） 12%（平成25年度末～29年度末（４年間）） 

栃木県障害福祉計画 15%（平成17年10月１日～23年度末（6.5年間）） 30%（平成17年10月１日～26年度末（9.5年間）） 7%（平成25年度末～29年度末（４年間）） 

宇都宮市障がい福祉サービス計画 12%（平成17年10月１日～23年度末（6.5年間）） 22%（平成17年10月１日～26年度末（9.5年間）） 7%（平成25年度末～29年度末（４年間）） 

H17.10.1 

（58） 

（123） 

※ 年間約９～１０人の移行を目指す。 
   → ９～１０人×３年≒２８人 地

域
移
行
者
数 

別紙８ 

区分 
障がい支援区分 

区分４～６ 左記のうち区分６ 

宇都宮市（H26.6） 94.9% 49.0% 

栃木県（H26.3） 95.0% 51.0% 

全国平均（H25.8） 87.6% 43.7% 

（156） 

 
             
基本指針（国）        

【施設入所者の状況】 

※上記のような 
取り組みを通じて， 



○国・県・市の目標値（第１～４期計画） 
 

 
             
基本指針        

484 

413 409 
408 410 397 

（391） （388） （385） （382） 

H17 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

目標値 
第１～２期 

（平成１８～２３年度） 
第３期 

（平成２４～２６年度） 
第４期 

（平成２７～２９年度） 

国の基本指針 
▲７％ 
（平成17年10月１日～23年度末（6.5年間）） 

▲10％ 
（平成17年10月1日～26年度末（9.5年間）） 

▲４％ 
（平成25年度末～29年度末（４年間）） 

栃木県障害福祉計画 
▲10％ 
（平成17年10月１日～23年度末（6.5年間）） 

▲10％ 
（平成17年10月1日～26年度末（9.5年間）） 

▲２％ 
（平成25年度末～29年度末（４年間）） 

宇都宮市 
障がい福祉サービス計画 

▲6.8% 
（平成17年10月１日～23年度末（6.5年間）） 

▲19.2% 
（平成17年10月１日～26年度末（9.5年間）） 

▲４％ 
（平成25年度末～29年度末（４年間）） 

施設入所者数の削減 

・ 施設入所者は平成１７年10月１日時点（４８４人）と比較し，平成２５年度末時点で約１７．８％（８７人）減少となっており，平成２６年度末
には，第３期計画の目標である施設入所者の１９．２%（９３人）削減を達成見込み。 
・ 第４期計画の数値目標の設定に当たっては，国の基本指針に即して，平成２９年度末までに平成２５年度末時点の施設入所者（３９７
人）から，約４％以上削減すると設定した場合，３８１人以下（１６人以上減）の目標設定が求められる。 
・ 本市においては，施設入所者の地域生活への移行（別紙８）と同様，現在入所している入所者の重度者の割合が高いことを考慮すると，
年間およそ３人の削減が見込まれる。 
・ この見込みを踏まえ，平成２９年度末時点での施設入所者を平成２５年度末時点の施設入所者（３９７人）から，４％以上（１６人以上減）
削減とする目標値を設定。 

 
                                        
                  目標値 
                   
 

（451） 

（H17.10.1） 

各
年
度
に
お
け
る
施
設
入
所
者
数 

別紙９ 

 
             
現時点の見込み 
                   

（381） 

※重度障がい者の 
割合が高いことを 
考慮し， 

平成２１～２５年度の施設入所削減数の平均 
 （４１３－３９７）÷４＝４人 

 

※ 平成２５年度以降，年間約３人 
の削減を目指す。 

 
             
基本指針（国）        



障害児・者の地域生活支援の推進のための多機能拠点構想 

（地域生活支援拠点） 

親との同居 

一人暮らし 

24時間の相談受付 
緊急時等の受入 

(医療対応・シェルター等) 

地域生活の支援 
(緊急時の人的支援、様々な 
資源のコーディネイト等) 

高齢化に対応した 
日中活動の場 

(生活介護・就労系等) 

在宅医療等 
コーディネーター 

＋ 

グループホーム 

地域支援機能 居住支援機能 

10人 

生活介護・ 
就労系等 

10人 

10人×2 (建物の特例) 
※ショートステイの定員を含む 

夜間・ 
医療体制 
等の加算 
（拡充） 

30人程度 

障害者支援施設 

居住支援機能 

コーディネーター 

地域支援機能 

在宅医療等 地域連携 

生活介護・ 
就労系等 

※ 拠点を設けず、地域において機能を分担する
「面的整備型」も考えられる 

地域連携 

地域相談支援・地域生活
支援事業の活用等 

地域相談支援・地域生活
支援事業の活用等 

地域相談支援・地域生活支援事業
の活用等 グループホーム 

夜間・ 
医療体制 
等の加算 
（拡充） 

地域生活支援拠点として、居住支援機能と地域支援機能の一体的な整備を推進 

※地域生活支援拠点として地域に開かれた小規
模な障害者支援施設 

※安心生活支援事業（地域生活支援事業）によるコーディネイトや、個別給付による地域定着支援の実施を必須として、施設整備に対する補助について優先的に採択すること
を検討 

ショートステイ 

ショートステイ 

別紙１０ 
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12 
13 

29 

39 40 

（49） 

（58） 

（68） 

（78） 

H17 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

 
                                        
                  現時点での見込み 

一般就労への移行者数 

・ 一般就労への移行者数については，平成２５年度実績で４０人となっており，平成２６年度目標である３２人を上回っている。 
・ 数値目標の設定に当たっては，国の基本指針に即して，平成２４年度を基準として，平成２９年度末までに平成２４年度実績の２倍以上と設定した
場合，平成２９年度末における福祉施設から一般就労への移行者数の目標値は，７８人（３９人×２倍）の目標設定が求められる。 

・ 本市における一般就労の移行者数は，平成２１年度～２５年度の状況が今後も続くと予想され，年間約７人の一般就労移行者数が見込まれる。 
・ この見込みやこれまでの実績を踏まえつつ，より一層の一般就労移行者数の増加に向け，今後，自立支援協議会就労支援部会の活用，関係機 
関や企業との意見交換による就労支援策の検討などの取組を通じ，平成２９年度末までに平成２４年度実績の約２倍以上（７８人以上）とする目標 
値を設定。 

平成２５年度以降，年間約７人 
増加するものとして推計される 

（32） 

一
般
就
労
へ
の
移
行
者
数 

 
             
目標値       

別紙１１ 

（68） 

 
             
基本指針（国）        

※上記のような 
取組を通じて， 

※ 年間約９～１０人の一般就労への 

移行者数の増加を目指す。 

 → ９～１０人×３年≒２８人 
 

平成２１～２５年度の年間移行者数の平均 
 （４０－１２）÷４＝７人 



68 

87 

117 
109 

121 

92 

140 

（123） 

（135） 

（147） 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

就労移行支援事業の利用者数 

・ 就労移行支援事業の利用者数については，就労継続支援Ａ型事業の利用者が増加したことにより，平成２５年度実績は９２人で，平成２６年度目
標である１４０人を下回っている。 

・ 数値目標の設定に当たっては，国の基本指針に即して，平成２９年度末までに平成２５年度と比較して６割以上増加させることを目指すと設定した 
  場合，平成２９年度末における就労移行支援事業の利用者の目標値は，１４７人以上（９２人×１．６）の目標設定が求められる。 
・ 本市においては，就労継続支援Ａ型事業の利用者の増加に伴い，今後も就労移行支援事業の利用者数は，横ばいまたは減少が見込まれる。 
・ 今後，より一層，就労移行支援事業の利用を促進するため，利用可能な対象者における「就労移行支援事業」の適切な利用に向けた事業所への
周知や自立支援協議会就労支援部会における検討などの取組を通じ，平成２９年度末の就労移行支援事業の利用者を平成２５年度末から６割以上
増加（１４７人以上）させる目標値を設定。  

                                        
                  目標値 
                   
 

第３期計画の目標（１４０人）達成が困難な状
況である。 

 
             
現時点での見込み        

各
年
度
に
お
け
る
就
労
移
行
支
援
事
業
の
利
用
者
数 

別紙１２ 

 
             
基本指針（国）        ※ 平成２９年度までに平成２５年度と比較して 

  ６割以上増加させることを目指す 



1 

3 
4 

6 

8 

11 

17 17 17 17 17 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

就労移行支援事業所ごとの就労移行率 

・ 就労移行率が３０％を超える就労移行支援事業所は，平成２５年度時点で２３．５%となっている。 
・ 数値目標の設定に当たっては，国の基本指針に即して，就労移行率が３割以上である就労移行支援事業所を，平成２９年度末までに全体の５割
以上と設定した場合，９か所以上（１７か所×０．５＝８．５）の目標設定が求められる。 

・ 本市における過去の実績から，今後の就労移行率を見込むことは困難であるが，今後，より一層，就労移行支援事業の利用促進と一般就労移
行者数の増加に向け，利用可能な対象者における「就労移行支援事業」の適切な利用に向けた事業所への周知や自立支援協議会就労支援部
会における検討などの取組を通じ就労移行率が３割を超える事業所を全体の５割以上（９か所以上）と設定。 

1 

4 

（7） 
6 （6） 

（8） 
（9） 

各
年
度
に
お
け
る
就
労
移
行
支
援
事
業
の
う
ち 

就
労
移
行
率
が
３
割
以
上
の
事
業
所
数 

0 0 0 0 

 
             
基本指針（国）        

※上記のような 
取組を通じて， 

 
                                        
                  目標値 
                   
 

就労移行率が３割を超える事業所は，
年度においてバラつきが見られる。 
 

※就労移行支
援事業所は，現
在の定員ベース
の充足率が約６
割（120/191）で
あることから，２
９年度の事業所
数は，２５年度と
同数（１７か所）
と見込み，就労
移行率が３０％
以上の事業所を
９か所以上（５割
以上）と目標設
定する。 

※事業所数については，各年度の4月1日時点における契約者数が０の事業所を除いた数値とする。 

※ 年間１か所以上ずつ，就労移行率が３割を超える
事業所を増やす。 

別紙１３ 


